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令和 ７ 年 12 月 12 日（金曜日）

号　　　　　　　　　　外

（第　 ７９ 　号）

　　　　公安委員会
○石川県道路交通法施行細則の一部を改正する規則 　１

公　安　委　員　会

　 石 川 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 令 和 七 年 十 二 月 十 二 日

石 川 県 公 安 委 員 会

　石 川 県 公 安 委 員 会 規 則 第 七 号

　 　 　 石 川 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 石 川 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 （ 昭 和 三 十 五 年 石 川 県 公 安 委 員 会 規 則 第 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 八 条 第 五 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

５ 　 駐 車 許 可 証 の 交 付 を 受 け た 者 は 、 当 該 駐 車 許 可 証 の 交 付 が 情 報 通 信 技 術 を 活 用 し た 行 政 の 推 進 等 に 関 す る 法 律

（ 平 成 十 四 年 法 律 第 百 五 十 一 号 ） 第 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 し て 行 わ れ た 場 合 は 、 次 項 の

規 定 に よ り 掲 示 す る 目 的 そ の 他 の 正 当 な 目 的 の た め に 当 該 駐 車 許 可 証 の 複 製 を 作 成 す る 場 合 で あ つ て 、 当 該 複 製 が

当 該 駐 車 許 可 証 の 交 付 を 受 け た 者 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 に 備 え ら れ た フ ァ イ ル 又 は そ の 者 の 管 理 す る 電 磁 的 記 録

媒 体 （ 電 磁 的 記 録 （ 電 子 的 方 式 、 磁 気 的 方 式 そ の 他 人 の 知 覚 に よ つ て は 認 識 す る こ と が で き な い 方 式 で 作 ら れ る 記

録 で あ つ て 、 電 子 計 算 機 に よ る 情 報 処 理 の 用 に 供 さ れ る も の を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） に 係 る 記 録 媒 体

を い う 。 第 十 項 に お い て 同 じ 。 ） に 記 録 さ れ る と き を 除 き 、 当 該 駐 車 許 可 証 に 係 る 電 磁 的 記 録 を 複 製 し 、 又 は 複 製

さ せ て は な ら な い 。

　 第 八 条 中 第 八 項 を 第 九 項 と し 、 第 七 項 を 第 八 項 と し 、 第 六 項 を 第 七 項 と し 、 第 五 項 の 次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

６ 　 駐 車 許 可 証 の 交 付 を 受 け た 者 は 、 当 該 許 可 に 係 る 車 両 を 当 該 許 可 を 受 け た 場 所 に 駐 車 さ せ て い る 間 、 当 該 駐 車 許

可 証 （ 前 項 に 規 定 す る 場 合 に あ つ て は 、 当 該 駐 車 許 可 証 を 電 子 計 算 機 の 映 像 面 、 書 面 そ の 他 の 物 に 表 示 し た も の ）

を 当 該 車 両 の 前 面 の 見 や す い 箇 所 に 掲 示 し な け れ ば な ら な い 。

　 第 八 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

10  　 駐 車 許 可 証 の 交 付 を 受 け た 者 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る こ と と な つ た と き は 、 速 や か に 当 該 駐 車 許 可 証

（ 第 三 号 の 場 合 に あ つ て は 、 発 見 し た 駐 車 許 可 証 ） を 廃 棄 （ 第 五 項 に 規 定 す る 場 合 に あ つ て は 、 当 該 駐 車 許 可 証 に

係 る 電 磁 的 記 録 を 受 け た 者 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 に 備 え ら れ た フ ァ イ ル 及 び そ の 者 の 管 理 す る 電 磁 的 記 録 媒 体 か

ら 消 去 ） し な け れ ば な ら な い 。

　 一 　 駐 車 許 可 の 期 間 が 満 了 し た と き 。

　 二 　 駐 車 許 可 証 の 交 付 を 受 け た 理 由 が な く な つ た と き 。

　 三 　 駐 車 許 可 証 の 再 交 付 を 受 け た 後 に お い て 亡 失 し た 駐 車 許 可 証 を 発 見 し た と き 。

　 四 　 警 察 署 長 か ら 駐 車 許 可 を 取 り 消 さ れ た と き 。

　 別 記 様 式 第 十 （ 表 ） 及 び 別 記 様 式 第 十 の 二 （ 表 ） 中

目　　　　　　　　　　　次
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「

本籍・国籍等 電話番号

」
を

住
　　　　

所
石川県

「

本籍・国籍等 電話番号

」
に 改 め る 。

住
　　　　

所
石川県 記載事項

変更の
有無

有・無

　 別 記 様 式 第 十 の 三 （ 表 ） 中

「

本籍・国籍等 電話番号

」
を

住
　

所
石川県

「

本籍・国籍等 電話番号

」
に 改 め る 。

住
　

所
石川県 記載事項

変更の
有無

有・無

　 別 記 様 式 第 十 一 の 九 を 次 の よ う に 改 め る 。
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「

本籍・国籍等 電話番号

」
を

住
　　　　

所
石川県

「

本籍・国籍等 電話番号

」
に 改 め る 。

住
　　　　

所
石川県 記載事項

変更の
有無

有・無

　 別 記 様 式 第 十 の 三 （ 表 ） 中

「

本籍・国籍等 電話番号

」
を

住
　

所
石川県

「

本籍・国籍等 電話番号

」
に 改 め る 。

住
　

所
石川県 記載事項

変更の
有無

有・無

　 別 記 様 式 第 十 一 の 九 を 次 の よ う に 改 め る 。

3令和７年 12 月 12 日（金曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

別記様式第11の９（第22条の５関係）
（表）
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（裏）
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（裏）
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　 別 記 様 式 第 十 四 の 四 （ 表 ） 中

「石川県公安委員会
　

殿

資料区分
全部 一部 一部更新 経歴同時 申

　
請
　

日 種
　

類 全部 一部

を

９４ ３９ ３３ ３６－９４ 経歴証明書 あり なし

フリガナ 電 話 番 号 処分番号

氏
　　

名

」

「石川県公安委員会
　

殿 処分番号

資料区分
全部 一部 一部更新 経歴同時 申

　
請
　

日 種
　

類 全部 一部

に 改 め る 。

９４ ３９ ３３ ３６－９４
経歴証明書 あり なし

フリガナ 電 話 番 号 生 年 月 日

氏
　　

名

」

　 別 記 様 式 第 十 四 の 五 （ 表 ） を 次 の よ う に 改 め る 。
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別記様式第14の５（第31条の５関係）
（表）



6 令和７年 12 月 12 日（金曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

別記様式第14の５（第31条の５関係）
（表）
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　 　 　 附 　 則

（ 施 行 期 日 ）

１ 　 こ の 規 則 は 、 令 和 七 年 十 二 月 十 五 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ 　 改 正 前 の 石 川 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 の 規 定 に 基 づ い て 作 成 し た 用 紙 は 、 な お 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し て 使 用 す

る こ と が で き る 。
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